
令 和８年 度 

予   算   書 

（一 般 会 計） 

（特 別 会 計） 

海 南  市 





一 般 会 計





議案第２１号 

 

令 和 ８ 年 度 海 南 市 一 般 会 計 予 算 

 

 

 令和８年度海南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，６４４，５２０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表債務負担行為」による。  

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。  

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。  

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 

 

 

 

   令和８年２月２６日提出         

 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳     
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　　第　２　表　　債　務　負　担　行　為

千円

330

3,551

1,272

894

1,614

71,160

4,235

17,588

3,720

10,000

4,400

2,400

10,000

限　 度　 額期　　　　　　　　　　　間事　　　　　　　　　　項

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費
( 会 場 設 営 委 託 料 )

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費
( 会 場 借 上 料 )

令　和　９　年　度

令　和　９　年　度

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費
( ポ ス タ ー 掲 示 場 設 置
及 び 撤 去 業 務 委 託 料 )

令　和　９　年　度

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費
( 期 日 前 投 票 受 付 業 務 委 託 料 )

令　和　９　年　度

県 議 会 議 員 一 般 選 挙 費
( 期 日 前 投 票 立 会 人
派 遣 業 務 委 託 料 )

令　和　９　年　度

至　令　和　１３　年　度

至　令　和　１２　年　度

令　和　９　年　度竹 田 川 浚 渫 事 業
( 工 事 請 負 費 )

道 路 橋 梁 総 務 事 務 費
( 県 土 木 積 算 シ ス テ ム
利 用 連 絡 協 議 会 負 担 金 )

自　令　和　　９　年　度

丸 田 川 浚 渫 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度

道 路 橋 梁 総 務 事 務 費
( 土 木 積 算 シ ス テ ム 保 守 管 理 委 託 料 )

自　令　和　　９　年　度

母 子 家 庭 等 自 立 支 援 事 業
( 子 ど も の 学 習 支 援 事 業 委 託 料 )

自　令　和　　９　年　度

が ん 検 診 事 業
( が ん 検 診 受 診 勧 奨 業 務 委 託 料 )

令　和　９　年　度

至　令　和　１２　年　度

上 名 智 浦 川 浚 渫 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度

小 野 田 川 護 岸 改 修 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度
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千円

限　 度　 額期　　　　　　　　　　　間事　　　　　　　　　　項

4,000

4,000

2,500

11,682

19,491

61,900

雨 水 公 共 下 水 道 整 備 事 業
( 雨 水 管 理 総 合 計 画 策 定 委 託 料 )

令　和　９　年　度

学 校 運 営 事 業 ( 小 学 校 )
( ス ク ー ル バ ス 等 運 行 委 託 料 )

令　和　９　年　度

学 校 給 食 事 業
（ 給 食 調 理 等 業 務 委 託 料 ）

自　令　和　　９　年　度
至　令　和　１１　年　度

日 方 井 松 原 川 護 岸 改 修 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度

下 山 田 川 護 岸 改 修 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度

山 田 川 護 岸 改 修 事 業
( 工 事 請 負 費 )

令　和　９　年　度
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　　第　３　表　　地　　方　　債

起　債　の　目　的 起債の方法 利　　　　率 償　還　の　方　法

千円 ％以内

情報システム運営事業 2,100 証書借入又 5.0 　借入先の融通条件に
は債券発行

防災施設整備事業 247,300

子育て支援事業 16,000

学童保育室整備事業 1,900

浄化槽設置整備事業 5,000

斎場整備事業 2,800

クリーンセンター整備事業 6,500

埋立処分場整備事業 9,400

埋立処分場周辺整備事業 35,000

道の駅運営事業 8,000

農道等整備事業 28,200

道路整備事業 31,200

橋梁整備事業 4,500

急傾斜地崩壊対策事業 6,500

土地区画整理事業 367,000

都市街路事業 180,000

公共下水道事業 53,500

公営住宅整備事業 4,500

消防施設整備事業 170,100

（ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

よる。
ただし、市財政の都

合により据置期間及び
償還期間を短縮し、又
は繰上償還もしくは低
利に借り換えすることが
できる。

限 度 額
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起　債　の　目　的 起債の方法 利　　　　率 償　還　の　方　法

千円 ％以内

限 度 額

小学校運営事業 11,000 証書借入又 5.0 　借入先の融通条件に
は債券発行

小学校整備事業 142,800

中学校整備事業 4,000

中学校適正配置推進事業 2,747,400

公民館整備事業 1,400

市民交流センター整備事業 135,300

体育館整備事業 10,800

計 4,232,200

（ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

よる。
ただし、市財政の都

合により据置期間及び
償還期間を短縮し、又
は繰上償還もしくは低
利に借り換えすることが
できる。
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計





議案第２２号 

令和８年度海南市国民健康保険特別会計予算 

 令和８年度海南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，７２０，４９５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，５００，０００千円と定める。 

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計





議案第２３号 

令和８年度海南市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和８年度海南市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１４０，８７０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，０００，０００千円と定める。 

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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介 護 保 険 特 別 会 計





議案第２４号 

令和８年度海南市介護保険特別会計予算 

 令和８年度海南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，９０４，６６３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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赤坂地区排水処理事業特別会計





議案第２５号 

令和８年度海南市赤坂地区排水処理事業特別会計予算 

 令和８年度海南市の赤坂地区排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７，７２８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５，０００千円と定める。 

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計





議案第２６号 

令和８年度海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計予算 

 令和８年度海南市のつつじヶ丘地区排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８，１６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５，０００千円と定める。 

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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港 湾 施 設 事 業 特 別 会 計





議案第２７号 

令和８年度海南市港湾施設事業特別会計予算 

 令和８年度海南市の港湾施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，７０９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１０，０００千円と定める。 

令和８年２月２６日提出 

和歌山県海南市長  神  出  政  巳
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